
一

は

じ

め

に

　
人
間
に
と
っ
て
存
在
す
る
こ
と
＝
生
存
す
る
こ
と
は
、
最
も
根
元
的
な
価
値
で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
存
在
を
確
保
す
る
た
め
の
手
法
と
し
て
、

健
康
を
維
持
す
る
＝
疾
病
負
傷
か
ら
回
復
す
る
た
め
の
医
療
に
も
ま
た
重
要
な
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　
人
間
に
と
っ
て
の
最
も
根
元
的
な
価
値
を
保
障
す
る
医
療
が
、
全
て
の
人
々
に
保
障
さ
れ
て
い
る
社
会
と
い
う
の
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
経

済
的
な
先
進
国
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
途
上
国
の
中
に
も
、
国
民
に
医
療
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
地
域
は
多
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
国
際
社
会
は
、
全
て
の
人
々
が
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ

バ
リ
ッ
ジ
（U
niversalhealth

coverage

 
                        
　U

H
C
.

 
 
 
 
）」（
＝
普
遍
的
な
適
用
範
囲
を
も
つ
医
療
保
障
制
度
）
の
達
成
を
提
唱
し
て
き 

「
持
続

可
能
な
開
発
目
標
（SD

G
s

  
 
 
）」
に
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
に
関
連
す
る
条
項
が
存
在
し
、
国
連
は
一
二
月
一
二
日
を
「
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
・
デ
イ
」
と
定
め
て
い
る
。

（
２
）
た
。

─　　─

（
　
　
　
）

─　　─1

「
国
民
皆
保
険
」
小
考

─
─「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
と
の
比
較
に
お
い 
て 
─
─

（

）

山
　
　
田
　
　
　
　
　
晋

五
四
四

二
七
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い
っ
ぽ
う
わ
が
国
は
一
九
五
八
年
に
国
民
健
康
保
険
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
六
一
年
に
い
わ
ゆ
る
「
国
民
皆
保
険
」
を
達
成
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
全
て
の
国
民
が
何
ら
か
の
医
療
保
険
に
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
世
界
に
先
駆
け
て
全
国
民
的
な
医
療
保
障

制
度
を
構
築
し
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
が
世
界
的
な
課
題
と
な
る
中
で
、
わ
が
国
の
「
国
民

皆
保
険
」
は
に
わ
か
に
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
政
府
は
「
健
康
・
医
療
戦
略
」（
平
成
二
六
年
七
月
二
二
日
閣
議
決
定
）
な
ど
で
、「
国
民
皆
保

険
」
を
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
実
現
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
自
画
自
賛
し
、
日
本
式
医
療
の
「
輸
出
」
を
経
済
成

長
戦
略
の
柱
と
位
置
づ
け
、
国
際
協
力
あ
る
い
は
「
輸
出
」
に
意
欲
的
で
あ 

例
え
ば
安
部
首
相
は
二
〇
一
七
年
九
月
の
国
連
総
会
一
般
討

論
演
説
で
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
を
「
日
本
の
ブ
ラ
ン
ド
に
す
る
」
と
主
張
し
た
。
安
部
首
相
が
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・

ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
を
理
解
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、
政
府
は
各
種
国
際
会
議
で
「
日
本
の
ブ
ラ
ン
ド
」
を
強
調
し
そ
の
輸
出
に
余

念
が
な
い
。

　
果
た
し
て
「
国
民
皆
保
険
」
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
国
民
皆
保
険
」
は
「
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
原
始
的
形
態
で
あ
る
と
し
て
も
、
今
日
な
お
社
会
保
険
至
上
主
義
に
よ
り
医
療
保
障
を
維
持
し
て
い

る
わ
が
国
の
あ
り
方
は
、
他
国
の
参
考
に
な
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
課
題
は
こ
の
点
で
あ
る
。

　
二
〇
二
〇
年
三
月
末
、
お
二
人
の
個
性
的
な
教
授
が
定
年
に
よ
り
広
島
修
道
大
学
を
去
る
。
豊
田
博
昭
教
授
は
広
島
修
道
大
学
法
学
部
、
法

科
大
学
院
に
お
い
て
民
事
訴
訟
法
の
教
育
と
研
究
に
、
高
橋
利
安
教
授
は
法
学
部
に
お
い
て
憲
法
の
教
育
と
研
究
に
尽
力
・
精
進
さ
れ
た
。

　
私
は
両
教
授
か
ら
ご
専
門
の
領
域
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
越
え
た
深
く
か
つ
広
範
な
「
教
養
」
の
御
話
を
う
か
が
い
勉
強
さ
せ
て

（
３
）
る
。

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
号

（
　
　
　
）

─　　─2
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い
た
だ
い
た
。
拙
い
も
の
だ
が
本
稿
を
も
っ
て
、
御
礼
の
意
を
表
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
な
お
本
稿
は
筆
者
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
に
関
す
る
学
会
報
告
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
限
ら
れ
た
時
間
内

で
の
研
究
報
告
で
あ
り
、
本
稿
も
「
主
張
」
を
中
心
に
構
成
し
緻
密
な
論
証
に
欠
く
点
は
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
点
で
あ
る
。

（
１
）　
本
稿
は
筆
者
の
以
下
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
に
関
す
る
研
究
報
告
に
基
づ
い
て
る
。Sh

in
Y
am
ada,

U
niversal
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D
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U
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   ya,Japan.;Shin

Yam
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C
hall

                  
  
      
      
    enges

to
the
U
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D
ream

?
July

18
2018.,X

IX
ISA
W
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ongress
ofSociology,T

ronto
C
onven

 
                       
       
     tion

C
entre,T

oronto,C
anada,;Shin

      
        
         
             

Y
am
ada,U

niver

  
  
      
     -  

salH
ealth

C
overage
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A
ging

Society

     
       
            
            ;Lessons

from
A
sia,June

27
2019,4

              
  
                    th

InternationalC
onference

on
Publi

                  
                  c

Policy,25–28
June

                     

2019,M
ontreal,C

anada

       
          
     .  

（
２
）　D

anielC
otlear,Som

ilN
agpal,O

w
en
S

 
       
           
    
        
 
    m

ith,A
jay
T
andon,R

afaelC
ortez,

 
      
     
        
       
       G

oing
U
niversal-H

ow
24
D
eveloping

C

 
      
           
  
     
           

ountries
A
re
Im
ple-

          
     
    

m
enting

U
niversalH

ealth
C
overage

R
e

 
        
          
       
         
 form

s
from

the
B
ottom

U
p

    
      
      
     
  
 ,  W

orld
B
ank,2015.;

  
      
            
安
達
光
「
途
上
国
に
お
け
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル

ス
・
カ
バ
レ
ッ
ジ
─ 
─
現
状
と
課
題
」
み
ず
ほ
情
報
総
研
レ
ポ
ー
ト
一
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
３
）　
二
〇
一
六
年
世
界
銀
行
の
キ
ム
総
裁
は
「
国
民
皆
保
険
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
レ
ッ
ジ
は
規
範
で
あ
る
」
と
述
べ
た
し
（
朝
日
新
聞
二

〇
一
六
年
六
月
一
五
日
）、
マ
ク
タ
ー
ル
・
デ
ィ
オ
ッ
プ
世
界
銀
行
ア
フ
リ
カ
地
域
担
当
副
総
裁
も
ア
フ
リ
カ
で
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ

バ
リ
ッ
ジ
」
の
展
開
に
日
本
の
経
験
が
有
効
で
あ
る
と
述
べ
た
が
（T

he
A
sahiShim

bum
G
LO
B
E
,A
ugust

2016
 
    
         
   
  
  
 
 
   
          ,N

o.184,p.16

   
             
）、
か
つ
て
の

世
界
銀
行
主
導
の
チ
リ
の
年
金
改
革
同
様
、
警
戒
す
べ
き
発
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
九
七
〇
年
、
チ
リ
で
民
主
的
選
挙
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ア
ジ
ェ
ン
デ
（Salvador

A
llende

          
      
）
社
会
主
義
政
権
打
倒
の
た
め
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
を
中
心
と

す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
ピ
ノ
チ
ェ
ト
（A

ugusto
Pinochet

 
               
）
将
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
支
援
し
、
一
九
七
三
年
、
チ
リ
の
民
主
主
義
は
崩
壊
し

た
。
そ
れ
に
便
乗
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
獲
得
す
る
た
め
世
界
銀
行
と
フ
リ
ー
ド
マ
ン
（M

ilton
Friedm

an

 
            
  
）
の
学
説
の
直
系
で
あ
る
「
シ
カ

ゴ
・
ボ
ー
イ
ズ
」
は
、
一
九
八
〇
年
に
チ
リ
の
公
的
年
金
を
民
営
化
し
た
。
世
界
銀
行
に
よ
っ
て
、
国
民
の
生
活
保
障
を
目
的
と
す
る
公
的
年
金
が
、

─　　─

「
国
民
皆
保
険
」
小
考
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─3
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ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
転
換
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。Phillip

B
errym

an,
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M
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                –  .  

　
世
界
銀
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
拡
大
を
狙
っ
た
社
会
保
障
改
革
、
特
に
年
金
改
革
に
つ
い
て
は
、
山
田
晋
「
世
界
銀
行
の
年
金
戦
略
」（
明
治
学

院
大
学
）
社
会
学
・
社
会
福
祉
研
究
一
〇
五
号
（
一
九
九
九
年
）
一
〇
一
頁
以
下；

同
「
社
会
保
障
と
構
造
調
整
―
世
界
銀
行
の
年
金
報
告
書
を
め
ぐ
っ

て
」
大
山
博
・
炭
谷
茂
・
武
川
正
吾
・
平
岡
公
一
編
著
『
福
祉
国
家
へ
の
視
座
―
揺
ら
ぎ
か
ら
の
再
構
築
へ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
一
九
九
九
年
）
五

三
頁
以
下
、
参
照
。

二

先

行

研

究

　「
国
民
皆
保
険
」
に
関
し
て
は
既
に
数
多
く
の
先
行
研 

あ
る
が
、「
国
民
皆
保
険
」
と
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の

関
係
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
、
島
崎
謙
治
教
授
の
論
文
「
日
本
の
国
民
皆
保
険
の
実
現
プ
ロ
セ
ス
と
開
発
途
上
国
へ
の
政
策
的
示
唆
」
早
稲

田
商
学
四
三
九
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
一
頁
以
下
が
あ
る
。
同
論
文
は
わ
が
国
の
「
国
民
皆
保
険
」
が
途
上
国
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル

ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
導
入
に
示
唆
を
与
え
る
と
い
う
前
提
で
、
な
ぜ
わ
が
国
が
国
民
型
の
医
療
社
会
保
険
を
導
入
で
き
た
か
、
そ
の
要
因
を
検

証
す
る
。
教
授
は
わ
が
国
の
制
度
を
た
だ
「
輸
入
す
る
」
だ
け
で
は
当
該
国
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
実
現
に
は
貢
献

し
な
い
と
し
て
、
わ
が
国
の
制
度
導
入
の
背
景
な
ど
詳
細
に
検
討
し
た
。
そ
し
て
教
授
は
わ
が
国
の
「
国
民
皆
保
険
」
実
現
の
経
験
は
途
上
国

に
有
益
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
同
論
文
で
は
「
国
民
皆
保
険
」
と
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
差
異
に
つ
い
て
は
明
確
に

指
摘
が
な
い
。

　
な
お
新
田
秀
樹
教
授
に
よ
る
論
文
「
国
民
皆
保
険
達
成
時
に
お
け
る
『
皆
保
険
』
の
意
味
」
新
田
秀
樹
・
米
津
孝
司
・
川
田
知
子
・
長
谷
川

聡
・
河
合
塁
編
『
現
代
雇
用
社
会
に
お
け
る
自
由
と
平
等
　
山
田
省
三
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
信
山
社
（
二
〇
一
九
年
）
所
収
に
つ
い
て
は
、

（
１
）
究
が

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
号
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）
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本
稿
執
筆
時
ま
で
に
入
手
で
き
ず
、
教
授
の
所
見
を
本
稿
で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
１
）　
島
崎
謙
治
「
国
民
皆
保
険
と
そ
の
前
史
の
成
立
過
程
に
関
す
る
覚
書
」
青
山
法
学
論
集
五
三
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
七
頁
以
下；

堤
修
三
「
国

民
皆
保
険
の
構
成
と
機
能
」
大
阪
大
学
大
学
院
人
間
科
学
研
究
科
紀
要
三
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
五
三
頁
以
下；

李
蓮
花
「
社
会
政
策
に
お
け
る

「
東
ア
ジ
ア
的
な
道
」─ 
─
日
本
・
韓
国
・
中
国
の
国
民
皆
保
険
体
制
の
比
較
」
社
会
政
策
三
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
〇
頁
以
下
参
照
。「
自
画

自
賛
」
的
な
も
の
と
し
て
前
田
信
雄
『
国
民
皆
保
険
へ
の
途
　
先
人
の
偉
業
百
年
』
勁
草
書
房
（
二
〇
一
六
年
）。
ま
た
日
本
の
「
国
民
皆
保
険
」
を

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
雑
誌Lancet

 
     
は
特
集
を
組
ん
だ
。
同
誌
所
収
の
論
文
と
し
て
例
え
ば
、

K
enjiShibuya,H

idekiH
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oto,N
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  kiIkegam
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N
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T
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R
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w
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universalcoverage,
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      ,vol.378,2011,p.1265;

                           

N
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w
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O
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B
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W
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  anabe,

       

K
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ong-M
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Y
ang,M
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R
eich,Y
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健
康
に
つ
い
て

（
１
）
健
康
と
は
何
か

　「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
が
達
成
目
的
と
す
る
医
療
制
度
の
構
築
の
さ
き
に
あ
る
も
の
は
な
に
か
。
医
療
の
概
念
は
拡

大
化
の
傾
向
に
あ
る
が
、
究
極
の
目
的
で
あ
る
健
康
と
は
な
に
か
。
世
界
保
健
機
構
（W

orld
H
ealth

O
rganization

 
      
       
           
　W

H
O
.

 
 
 
 
）
の
健
康
の
定

義
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

─　　─

「
国
民
皆
保
険
」
小
考
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─5

五
四
〇
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　「
健
康
と
は
身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
に
完
全
に
良
好
な
状
態
で
あ
り
、
た
だ
単
に
疾
病
が
な
い
と
い
う
状
態
で
は
な
い
。」“H

ealth
is

 
 
         

a
state

ofcom
plete

physical,m
ental

              
                 
     and

socialw
ell-being

and
notm

erel

             
                   
    y
the
absence

ofdisease
or
infirm

it

                                  
  y.”

    —  

C
onstitution

 
            

ofT
H
E
W
orld

H
ealth

O
rganization

    
 
 
  
      
       
           .  

　
一
九
四
八
年
の
世
界
保
健
機
構
憲
章
に
見
い
だ
さ
れ
る
「
健
康
」
の
こ
の
定
義
は
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
議
論

が
基
礎
的
な
医
療
保
障
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
ケ
ア
）
の
み
に
収
斂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
２
）
健
康
に
つ
い
て
の
国
際
規
範

　「
世
界
人
権
宣
言
」
に
先
立
ち
、
一
九
四
八
年
六
月
に
米
州
機
構
（O

rganization
ofA
m
erican

States

 
                
 
             
　O

A
S.

 
 
  
）
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た

「
米
州
人
権
宣
言
（A

m
erican

D
eclaration

ofthe
R
ights

a

 
 
        
                   
       nd

D
uties

ofM
an

    
          
  
）」
で
は
、
一
一
条
で
「
健
康
状
態
の
維
持
・
保
持
の
権
利

（the
right

to
the
preservation

ofhis

                                    

health

       
）」
が
規
定
さ
れ
た
。
た
だ
し
「
公
的
資
源
が
許
容
す
る
範
囲
で
（to

the
extent

perm
itted

                  
      

by
public

and
com
m
unity

resources

                 
 
               
）」
と
い
う
限
定
が
つ
い
て
い
る
。

　「
米
州
人
権
宣
言
」
の
半
年
後
に
国
連
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
「
世
界
人
権
宣
言
（U

niversalD
eclaration

ofH
um
an
R
ight

 
          
               
  
    
    s  
）」
二
五
条

は
、
す
べ
て
の
人
々
が
衣
食
住
、
医
療
等
に
よ
り
、
自
己
及
び
家
族
の
健
康
及
び
福
祉
に
十
分
な
生
活
水
準
を
保
持
す
る
権
利
（the

right
to

             

a
standard

ofliving
adequate

for
th

                                    e
health

and
w
ell-being

ofhim
selfa

              
                
      nd

ofhis
fam
ily

             
   
）
を
持
つ
こ
と
を
規
定
す
る
。

　
ま
た
一
九
六
六
年
の
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（InternationalC

ovenant
on
E
conom

ic,

               
            
     
    Socialand

           

C
ulturalR

ights

 
         
     
）」（
国
際
人
権
規
約
Ａ
規
約
）
は
、
一
二
条
で
「
す
べ
て
の
者
が
到
達
可
能
な
最
高
水
準
（the

highest
attainable

stan

                           -  

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
号

（
　
　
　
）
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dard

    
）
の
身
体
及
び
精
神
の
健
康
を
享
受
す
る
権
利
」
規
定
す
る
。

　
同
規
約
が
要
請
す
る
、
締
約
国
が
そ
の
権
利
の
完
全
な
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
と
る
措
置
に
は
、「
伝
染
病
、
風
土
病
、
職
業
病
そ
の
他

の
疾
病
の
予
防
、
治
療
及
び
抑
圧
」
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
含
む
こ
と
に
特
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
（
一
二
条
二
項
（
ｃ
））。
す
な
わ
ち
予

防
も
含
む
包
括
的
な
医
療
保
障
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
二
〇
一
二
年
に
国
際
労
働
機
関
（InternationalLabour

O
rganization

                      
           
　ILO

.

   
 
）
が
採
択
し
た
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ

ン
・
フ
ロ
ア
ー
勧 

（SocialProtection
Floor

Recom
m
endati

                         
    
 
      on   
）
で
も
、
加
盟
国
の
社
会
的
保
護
制
度
の
基
本
的
要
素
と
し
て
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
を
構
築
し
維
持
し
、
そ
の
制
度
は
社
会
的
な
連
帯
に
基
づ
く
普
遍
性
（universality

ofprotection,

                            

based
on
socialsolidarity

                          
）、
社
会
的
包
摂
性
（socialinclusion

                
）
を
も
つ
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る
（
勧
告
三
）。

　
な
お
一
九
四
八
年
の
「
世
界
保
健
機
構
・
憲
章
」
は
「
健
康
の
到
達
で
き
る
最
高
水
準
（the

highest
attainable

standard
ofh

                                    ealth

     
）

の
享
受
（enjoym

ent

      
   
）
は
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
謳
う
。

（
１
）　
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
に
つ
き
、
山
田
晋
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
：
新
し
い
国
際
機
関
共
働
型
国
際

社
会
政
策
に
つ
い
て
」
週
刊
・
社
会
保
障
二
五
九
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
四
四
頁
以
下；

同
「
社
会
的
保
護
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
プ

ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・
フ
ロ
ア
ー
」
週
刊
・
社
会
保
障
二
六
五
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
〇
頁
以
下；

同
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
・

フ
ロ
ア
ー
勧
告
（
二
〇
二
号
）
の
検
討
―
シ
シ
ョ
ン
論
文
を
契
機
に
」
修
道
法
学
三
七
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
三
頁
以
下
、
参
照
。

（
１
）
告
」

─　　─

「
国
民
皆
保
険
」
小
考
（
山
田
）

（
　
　
　
）
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四
　「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
展
開

（
１
）「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
展
開

　「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
は
、
世
界
保
健
機
構
の
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
関
す
る
宣
言
に
源
流
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
創
設
以
来
、
健
康
が
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
る
と
宣
言
し
て
き
た
世
界
保
健
機
構
に
と
っ
て
は
、
そ
の
基
本
的
人
権
の
達
成
の
た
め
の

医
療
は
万
人
に
利
用
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
七
八
年
九
月
六
日
～
一
二
日
に
、
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
ア
ル
マ
ア
タ

（A
lm
a-A
ta

 
  
   
  
）
で
「
プ
ラ
イ
マ
リ
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
国
際
会
議
（the

InternationalC
onference

on
Prim

                   
                 

ary
H
ealth

C
are

     
       
   
）」
が
開
催
さ
れ
、

そ
こ
で
採
択
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ア
ル
マ
ア
タ
宣
言
（D

eclaration
ofA
lm
a-A
ta

 
               
  
   
  
）」
で
、
す
べ
て
の
政
府
、
開
発
従
事
者
、
国
際
社
会
が
す

べ
て
の
人
々
の
健
康
の
保
護
と
促
進
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
緊
急
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
そ
の
後
も
世
界
保
健
機
構
は
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
促
進
に
力
を
注
ぐ
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
の
総
会
で
は

「
持
続
可
能
な
保
健
財
源
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
、
そ
し
て
医
療
社
会
保
険
（Sustainable

health
financing,univer

                                    salcoverage

             

and
socialhealth

insurance

                           
）」
と
題
す
る
決
議
を
採
択
し 

同
決
議
は
加
盟
国
が
「
市
民
の
医
療
と
そ
の
質
の
改
善
を
の
ニ
ー
ズ
の
充
足

と
、
貧
困
を
削
減
し
、
国
際
社
会
の
合
意
し
た
開
発
ゴ
ー
ル
を
達
成
す
る
こ
と
に
に
貢
献
す
る
た
め
に
市
民
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
カ
バ
リ
ッ
ジ

へ
の
移
行
を
計
画
す
る
こ
と
」
を
規
定
し
た
。

　
い
っ
ぽ
う
国
際
社
会
の
よ
り
広
範
な
動
き
も
あ
っ
た
。「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（Sustainable

D
evelopm

ent
G
oals:SD

G
s

             
       
     
        
 
 
）」
を
定
立

し
た
、
二
〇
一
五
年
九
月
の
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
成
果
文
書
『
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
変
革
す
る
：
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
２
０
３
０

（
１
）
た
。

─　　─

＜
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修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
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ア
ジ
ェ
ン
ダ
（T

ransform
ing
our
w
orld:the

2030
A
ge

 
        
         
                
  nda

for
Sustainable

D
evelopm

ent

                     
       
   
）』
で
は
、「
身
体
的
及
び
精
神
的
な
健
康
と

福
祉
の
増
進
並
び
に
す
べ
て
の
人
々
の
寿
命
の
延
長
の
た
め
に
、
我
々
は
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
レ
ッ
ジ
と
質
の
高
い
保
健
医
療
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
項
目
二
六
）
と
し
て
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
レ
ッ
ジ
」
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

　「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
」
に
お
い
て
は
、「
目
標
三
：
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
す
べ
て
の
人
々
の
健
康
的
な
生
活
を
確
保
し
、
福
祉
を
促
進
す
る
」

と
さ
れ
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
の
達
成
基
準
と
し
て
は
、「
タ
ー
ゲ
ッ
ト
項
目
三
．八 
す
べ
て
の
人
々
に
対
す
る
経
済
的
リ
ス
ク
か
ら
の
保
護
、
質

の
高
い
必
須
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
及
び
安
全
で
効
果
的
か
つ
質
が
高
く
安
価
な
必
須
医
薬
品
と
ワ
ク
チ
ン
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
含
む
、

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
レ
ッ
ジ
を
達
成
す
る
」
も
の
と
さ
れ
た
。

　
な
お
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
国
連
決
議
で
一
二
月
一
二
日
を
「
世
界
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
レ
ッ
ジ
・
デ
ー
」
と
す
る
こ
と
が
決

ま
っ
た
。

（
２
）「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
定
義

　「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
定
義
と
し
て
は
、
世
界
保
健
機
構
の
二
〇
一
三
年
の
報
告
書
『
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・

カ
バ
リ
ッ
ジ
の
た
め
の
研
究
（W

H
O
.,

 
 
 
   T

he
W
orld
H
ealth

R
eport2013;R

esear

 
    
      
       
             
     ch

for
U
niversalH

ealth
C
overag

        
          
       
      e  
）』
に
記
述
さ
れ
た
も

の
が
参
考
と
な
る
。

　
す
な
わ
ち
「『
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
』
の
目
標
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
、
彼
ら
の
必
要
と
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
─
予
防
、

促
進
、
治
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
苦
痛
緩
和
措
置
（palliation

          
）
を
、
経
済
的
破
綻
や
貧
困
化
す
る
危
険
な
し
に
、
現
在
と
将
来
に
わ

た
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
同
書
四
頁
）
と
す
る
。

─　　─

「
国
民
皆
保
険
」
小
考
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─9
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（
１
）　Sustainable

health
financing,

univer

                                    sal
coverage

and
social

health
insur

                                    ance,
T
he
F
ifty-eighth

W
orld

H
ealth

       
                 
      
      A

ssem
bly,

 
    
     

W
H
A
58.33,25

M
ay
2005,A

genda
item

1
 
 
 
           
          
          
  3.16

    .  

五

ア
ジ
ア
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」

　
ア
ジ
ア
で
は
既
に
幾
つ
か
の
国
々
が
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
を
達
成
し
た
と

評
価
さ
れ
て
い
る
。
一
九
八
九
年
に
韓
国
、
一
九
九
〇
年
に
タ
イ
、
一
九
九
五
年
に
台
湾
、
二
〇
一
九

年
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
両
国
は
と
も
に

社
会
主
義
国
で
あ
り
、
市
場
経
済
を
採
用
し
て
い
る
諸
国
と
は
、
そ
も
そ
も
医
療
保
障
の
前
提
が
異
な

る
。
本
稿
で
は
日
本
と
、
特
定
層
を
排
除
し
な
い
制
度
を
構
築
し
た
台
湾
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
比
較
検

討
す
る
。

（
１
）
台 

　
台
湾
は
一
九
六
〇
年
代
～
八
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
を
背
景
に
、
政
治
の
自
由
化
が
進
行
し
（
戒

厳
令
の
解
除
な
ど
）、
福
祉
が
政
治
の
主
要
課
題
と
な
っ
た
。
一
九
八
七
年
に
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル

ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
最
初
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、
長
い
政
治
的
・
社
会
的
議
論
を
経
て
、
一

九
九
五
年
の
国
民
保
険
法
の
成
立
に
よ
り
、
台
湾
の
全
住
民
に
対
す
る
医
療
保
障
が
実
現
し
た
。

　
国
民
保
険
制
度
は
、
単
一
の
保
険
者
に
よ
り
運
営
さ
れ
、
全
台
湾
国
民
を
六
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分

（
１
）
湾

─　　─
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修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
号

（
　
　
　
）
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け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
料
を
決
定
す
る
。
貧
困
世
帯
や
受
刑
者
も
分
離
さ
れ
た
制
度
に
属
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

１
類
：
公
務
員
、
私
立
学
校
教
職
員
、
民
間
企
業
の
被
用
者
、
職

業
軍
人
、
自
営
業
者
、
専
門
家

２
類
：
職
業
公
会
加
入
者
、
被
用
者
の
い
な
い
自
営
業
者

３
類
：
農
林
漁
業

４
類
：
兵
役
の
軍
人
、
受
刑
者

５
類
：（
社
会
扶
助
法
の
対
象
と
な
る
）
低
所
得
・
貧
困
世
帯

６
類
：
退
職
高
齢
者

　
保
険
料
は
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
被

用
者
は
報
酬
比
例
で
、
地
域
住
民
は
平
均
額
で
あ
る
。
保
険
料
は

以
下
の
よ
う
に
算
出
さ
れ
る
。

保
険
料
（prem
iu

    
  m  

）＝
給
与
基
礎
額
（salary

basi

           s  
）×  
保
険
料

率
（insurance

prem
ium

rate
=
4.69

              
   
            %  
）×  
拠
出
分
担
割
合

（contribution
rat

                e  

×） （
１
＋
扶
養
者
数
）

─　　─

「
国
民
皆
保
険
」
小
考
（
山
田
）

（
　
　
　
）

─　　─11

Contribution ratePremium CalculationGroup

Insured　30%
Organization　70%

Civil ServantSalary basis × 4.69%1

Insured　30%
Organization　35%
Government　30%

Teacher

Insured　100%Specialist

Insured　60%
Government　40%

Salary basis × 4.69%2

Insured　30%
Government　70%

Salary basis × 4.69%3

Government　100%Average Premium4

Government　100%Average Premium5

Government　100%VeteranAverage Premium6

Insured　30%
Government　70%

Dependents

Insured　60%
Government　40%

Other  
Individual
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　「
６
類
退
職
高
齢
者
」
に
つ
い
て
は
「
標
準
保
険
料
（average

prem
ium
=
N

            
   
    

T  $  1,249

     
）×  
拠
出
分
担
割
合
（contribution

rate

                 
）」
な
ど

で
決
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
保
険
料
を
、
被
用
者
に
つ
い
て
は
所
属
す
る
企
業
と
労
働
者
が
一
定
割
合
で
分
担
し
、
４
類
、
５
類
、
６
類

な
ど
は
政
府
が
負
担
す
る
。

　
給
付
は
、
包
括
的
な
国
民
給
付
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（the

com
prehensive

nationalbenefit
p

       
                             ackage

      
）
で
あ
り
、
通
院
、
入
院
、
歯
科
、
伝
統

的
中
国
医
療
、
処
方
箋
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
在
宅
看
護
、
精
神
医
療
、
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
健
康
診
断
、
ガ
ン
検
診
な
ど
を
含
む
。

　
自
己
負
担
は
ケ
ア
の
内
容
に
よ
る
。

　
全
国
民
保
険
は
人
口
の
九
九
％
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
貧
困
層
、
受
刑
者
も
単
一
の
制
度
に
包
摂
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

点
か
ら
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
優
等
生
と
い
え
る
が
、
制
度
が
複
雑
に
過
ぎ
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。

（
２
）
イ
ン
ド
ネ
シ 

　
ア
ジ
ア
危
機
の
沈
静
後
、
新
し
い
社
会
的
保
護
政
策
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
二
年
に
は
憲
法
改
正
が
行
わ
れ
、

す
べ
て
の
国
民
へ
の
社
会
保
障
制
度
の
展
開
が
政
府
の
義
務
と
な
っ
た
（
憲
法
三
四
条
）。
二
〇
〇
四
年
に
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・

カ
バ
リ
ッ
ジ
」
を
導
入
す
る
法
が
議
会
を
通
過
し
た
が
、
そ
の
後
の
め
ま
ぐ
る
し
い
政
権
交
代
な
ど
で
、
実
際
の
実
現
は
二
〇
一
四
年
法
に
よ

り
、
そ
の
達
成
は
二
〇
一
九
年
と
な
っ
た
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
制
度
は
全
て
の
国
民
を
「
国
民
社
会
医
療
保
険
機
構
（B

adan
Penyelenggara

Jam
inan

SocialK

 
                      
             

esehatan

        
　B

PJS

 
    

K
esehatan

 
        
）」
と
い
う
単
一
つ
の
医
療
保
障
制
度
に
包
摂
し
て
い
る
。「
国
民
社
会
医
療
保
険
機
構
」
は
す
べ
て
の
住
民
を
４
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
２
）
ア
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＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
号

（
　
　
　
）

─　　─12

五
三
三

二
六
七



に
分
け
、
そ
れ
ら
は
保
険
料
拠
出
が
義
務
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
、
免
除
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
二
分
さ
れ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
保
険
料
、

付
加
的
給
付
等
が
決
定
さ
れ
る
。
外
来
サ
ー
ビ
ス
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
無
関
係
で
平
等
で
あ
る
。

　
保
険
料
支
払
い
が
免
除
さ
れ
る
層
は
貧
困
層
で
、
彼
ら
は
「
保
険
料
補
助
サ
ー
ビ
ス
受
給
者
」（Penerim

a
B
antuan

Iuran

       
   
            
　PB

I.

  
  
）
と
呼

ば
れ
る
。

　
保
険
料
拠
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
層
は
、
さ
ら
に
①
被
用
者
　
②
自
営
業
者
　
③
働
い
て
い
な
い
が
保
険
料
支
払
い
能
力
の
あ
る
者

（
年
金
受
領
者
等
）
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
り
保
険
料
の
金
額
、
負
担
者
、
医
療
行
為
以
外
の
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
範
囲
が
異
な
る
。

　
被
用
者
、
公
務
員
、
軍
人
、
賃
金
労
働
退
職
者
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
の
労
働
者
の
保
険
料
は
、
報
酬
比
例
で
あ
る
。
現
役
労
働
者

は
給
与
（
基
本
給
＋
定
額
の
手
当
）
の
５
％
（
使
用
者
四
％
：
労
働
者
一
％
）
の
割
合
で
拠
出
す
る
。
給
与
の
上
限
は
四
七
二
五
〇
〇
〇
ル
ピ

ア
で
あ
る
。
自
営
業
者
、
無
職
で
あ
る
が
保
険
料
拠
出
が
可
能
な
者
の
保
険
料
は
、
入
院
時
の
病
室
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
三
段
階
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
貧
困
層
の
保
険
料
は
定
額
で
あ
り
（
二
〇
一
九
年
現
在
、
一
九
二
二
五
ル
ピ
ー
で
概
ね
一
・
四
ア
メ
リ
カ
ド
ル
に
相
当
す
る
）、
政

府
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
。

　
最
大
五
人
の
家
族
（
本
人
＋
配
偶
者
＋
子
供
三
人
）
ま
で
含
ま
れ
る
。

─　　─
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②
自
営
業
者
と
、
③
働
い
て
い
な
い
が
保
険
料
支
払
い
能
力
の
あ
る
者
は
、
本
人
に
保
険
料
の
支
払
い
義
務
あ

り
、
月
額
５
９
，５
０
０
ル
ピ
ア
～
２
５
，５
０
０
ル
ピ
ア
の
間
の
定
額
で
あ
る
。
本
人
が
利
用
で
き
る
医
療
機
関

に
よ
り
、
保
険
料
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
ク
ラ
ス
１
は
、
入
院
時
の
病
室
が
個
室
で
あ
り
、
ク
ラ
ス
３
で
は
八
人

部
屋
で
あ
る
。

ク
ラ
ス
１
：
５
９
，５
０
０
ル
ピ
ア
（=

4.1
U

       

S  $  
）

ク
ラ
ス
２
：
４
２
，５
０
０
ル
ピ
ア
（=

2.9
U

       

S  $  
）

ク
ラ
ス
３
：
２
５
，５
０
０
ル
ピ
ア
（=

1.7
U

       

S  $  
）

　
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
納
め
る
保
険
料
や
上
記
のC

lass

 
    

が
異
な
っ
て
い
て
も
平
等
に
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
る
こ
と
が
出
来
る
が
、「
国
民
社
会
医
療
保
険
機
構
」
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
は
、
緊
急
の
場
合
を
除

い
て
、
以
下
の
通
り
、
順
序
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。

初
期
健
康
サ
ー
ビ
ス⇒

二
次
、
三
次
健
康
サ
ー
ビ
ス⇒

厚
生
大
臣
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
健
康
サ
ー
ビ
ス

　
初
期
健
康
サ
ー
ビ
ス
は
、
予
防
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
検
査
、
治
療
、
医
療
相
談
、
専
門
医
に
よ
る
診
療
や
手

術
、
処
方
等
が
含
ま
れ
る
。

　
二
次
、
三
次
健
康
サ
ー
ビ
ス
は
、
専
門
医
に
よ
る
検
査
、
治
療
、
医
療
相
談
、
専
門
医
に
よ
る
診
療
や
手
術
、
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＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
号

（
　
　
　
）

─　　─14

五
三
一

二
六
五

Worker　1%
Employer　4%

Wage related Wage × 5%Private and public Employees,  
Wage –earner,  
Worker in Informal Sector
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処
方
等
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
入
院
患
者
へ
の
治
療
や
集
中
治
療
室
で
の
治
療
も
含
ま
れ
る
。

　
厚
生
大
臣
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
健
康
サ
ー
ビ
ス
は
、
眼
鏡
の
購
入
、
歯
の
治
療
、
補
聴
器
、
義
手
義
足
、
コ
ル
セ
ッ
ト
、
松
葉
杖

等
に
つ
い
て
一
定
の
金
額
ま
で
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
受
給
で
き
る
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
で
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
れ
、
美
容
関
係
、
不
妊
治
療
、
薬
物
依
存
に
対
す
る

治
療
、
歯
の
矯
正
等
は
含
ま
れ
な
い
。

　「
国
民
社
会
医
療
保
険
機
構
」
加
入
の
際
に
、
初
期
健
康
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
医
療
機
関
を
一
つ
登
録
し
、
最
初
は
そ
の
登
録
し
た
医
療
機

関
で
診
断
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
医
療
機
関
の
紹
介
に
よ
り
、
専
門
医
や
よ
り
大
き
な
病
院
で
の
診
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。

　
受
診
時
の
自
己
負
担
は
な
い
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
に
お
い
て
は
、
貧
困
層
も
同
一
の
機
構
に
属
し
、
一
般
制
度
か
ら
排
除
し

て
い
な
い
。
ま
た
保
険
料
設
定
も
極
め
て
単
純
で
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
、

保
険
料
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
の
は
家
族
五
人
（
本
人
、
配
偶
者
、
子
三
人
）
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
点
や
、
自
営
業
者
等
の
保
険
料
が
入
院
時
の
病

室
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
る
と
い
う
点
は
、
平
等
の
点
で
問
題
を
含
む
と
い
え
る
。
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
無
数
の
諸
島
を
も
含
む
人
口
大
国
で
あ

り
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
現
実
的
展
開
に
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

（
１
）　
台
湾
に
つ
き
、A

nnette
H
ye
K
yung

Son,Taiw
an’s

path

 
        
    
           
   
         

to
nationalhealth

insurenace
(1950

                                    –1995),

        JournalofInternationalSocial
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福
岡
藤
乃
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
医
療
保
障
制
度
と
そ
の
課
題
」
海
外
社
会
保
障
研
究
一

七
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
七
一
頁
以
下；

増
原
綾
子
「
ポ
ス
ト
・
ス
ハ
ル
ト
期
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
社
会
保
障
・
福
祉
政
策
の
展
開
─ 
─
２
０

０
４
年
国
家
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
法
、
２
０
０
９
年
社
会
福
祉
法
、
２
０
１
１
年
貧
困
者
対
策
法
を
中
心
に
」
亜
細
亜
大
学
国
際
関
係
紀
要
二
二
巻
一

号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
頁
以
下；

鈴
木
久
子
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
公
的
医
療
保
険
制
度
改
革
の
動
向
」
損
保
ジ
ャ
パ
ン
総
研
レ
ポ
ー
ト
六
四
号
（
二

〇
一
四
年
）
八
八
頁
以
下；

藤
並
祐
馬
・
五
十
嵐
久
美
子
「
法
律
で
見
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
新
社
会
保
障
制
度
」
国
際
保
健
医
療
三
〇
巻
二
号
（
二
〇

一
五
年
）
一
〇
三
頁；

新
川
加
奈
子
・
千
葉
由
佳
里
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
国
民
皆
保
険
制
度
適
用
へ
の
課
題
」
桐
生
大
学
紀
要
二
八
号
（
二
〇

─　　─

＜
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説＞

修
道
法
学
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一
七
年
）
四
七
頁
以
下；

吉
原
未
佳
・
丸
光
惠
・
中
村
安
秀
「
資
料
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
保
健
医
療
の
現
状
と
視
察
報
告
」
甲
南
女
子
大
学
研

究
紀
要
一
二
号
看
護
学
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
編
（
二
〇
一
八
年
）
五
三
頁
以
下
な
ど
。

六

わ
が
国
の
「
国
民
皆
保
険
」
の
理
論
的
問
題
点
─
Ｕ
Ｈ
Ｃ
と
比
較
し
て

　
以
上
の
検
討
か
ら
わ
が
国
の
「
国
民
皆
保
険
」
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
国
民
の
「
皆
」
保
険
と
い
う
点
で
も
今
日
の
時
点
で
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ

は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

（
１
）
社
会
保
険
で
医
療
保
障
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る

　
わ
が
国
で
は
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
社
会
保
険
に
よ
る
医
療
保
障
の
達
成
を
国
是
と
し
て
い
る
た
め
、
保
険
料
が
支
払
え
な
い
者
は
保
険
か
ら

は
ず
れ
る
。
年
金
収
入
し
か
想
定
さ
れ
な
い
高
齢
者
に
も
保
険
料
醵
出
を
要
求
す
る
点
は
、
特
に
問
題
で
あ
る
。
ま
た
自
己
負
担
の
増
加
、
給

付
率
の
低
下
の
傾
向
は
、
保
険
料
滞
納
と
合
わ
せ
て
、
医
療
機
関
受
診
へ
の
ブ
レ
ー
キ
と
な
っ
て
い 

　
例
え
ば
全
日
本
民
主
医
療
機
関
連
合
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
八
年
一
年
間
に
経
済
的
理
由
に
よ
り
医
療
機
関
で
の
受
診
が
遅
れ
、
死

亡
し
た
者
は
七
七
人
に
の
ぼ
り
、
う
ち
二
二
人
は
公
的
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
無
保
険
者
だ
っ 

　
第
二
に
、
社
会
保
険
方
式
に
よ
る
医
療
保
障
で
は
、
一
国
の
疾
病
構
造
が
生
活
習
慣
病
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
と
、
対
応
で
き
な
い
事
項
が
頻

出
す
る
。
た
と
え
ば
予
防
的
医
療
に
は
社
会
保
険
方
式
で
は
対
応
が
難
し
い
。
当
然
だ
が
予
防
の
段
階
で
は
疾
病
は
ま
だ
生
じ
て
お
ら
ず
、
被

保
険
者
は
健
康
で
あ
る
。
健
康
状
態
を
保
険
事
故
と
措
定
し
な
い
限
り
、
社
会
保
険
給
付
と
し
て
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
給
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
１
）
る
。（

２
）
た
。
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た
し
か
に
国
民
健
康
保
険
法
は
八
二
条
に
、
特
定
健
康
診
査
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診
査
、
健
康
管
理
、
疾
病
の
予
防
に
係
る
被

保
険
者
の
自
助
努
力
に
つ
い
て
の
支
援
、「
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
」
を
行
う
保
険
者
の
努
力
義
務

を
規
定
し
て
い
る
（
同
旨
、
健
康
保
険
法
一
五
〇
条
）。

　
問
題
な
の
は
こ
れ
ら
が
あ
く
ま
で
も
「
事
業
」
で
あ
り
、
被
保
険
者
が
主
体
的
に
関
与
で
き
る
も
の
で
は
な
い
点
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
喫
煙
に
よ
る
ニ
コ
チ
ン
依
存
症
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
に
対
す
る
「
治
療
」
な
ど
、
従
来
の
社
会
保
険
の
理
論
か
ら
言
え
ば

「
自
ら
危
険
に
近
づ
い
て
ゆ
く
」
も
の
で
、
社
会
保
険
給
付
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
政
策
的
必
要
性
か
ら
、
医
療

保
険
制
度
に
お
い
て
給
付
を
可
能
と
す
る
方
向
へ
転
換
し
た
。
こ
の
点
で
、
社
会
保
険
方
式
を
死
守
せ
ん
が
た
め
に
医
療
保
険
制
度
が
持
た
ね

ば
な
ら
な
い
理
論
的
整
合
性
は
捨
象
さ
れ
た
。

　
そ
も
そ
も
医
療
に
社
会
保
険
方
式
は
必
ず
し
も
適
正
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
社
会
保
険
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
浸
透
・
拡
大
し
た
の
は
、
極
め

て
歴
史
的
要
因
が
強
か
っ 

　
わ
が
国
で
は
社
会
保
険
の
物
神
性
に
拘
泥
さ
れ
る
傾
向
が
、
政
治
家
、
官
僚
の
み
な
ら
ず
研
究
者
の
間
で
も
強
い
。
医
療
保
障
制
度
の
維
持

で
は
な
く
、
医
療
保
険
制
度
の
維
持
に
執
着
す
る
あ
ま
り
、
給
付
割
合
の
削
減
に
は
鈍
感
あ
る
い
は
諦
観
し
て
い
る
。

（
２
）
国
民
健
康
保
険
法
の
扶
養
家
族
を
国
内
居
住
者
に
限 

　
二
〇
一
九
年
五
月
に
成
立
し
た
「
医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」

（
３
）
た
。

（
４
）
る

─　　─

＜
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（
法
九
号
）
に
よ
り
健
康
保
険
法
等
、
医
療
保
険
法
が
一
部
改
正
さ
れ
、
医
療
保
険
か
ら
給
付
を
受
け
ら
れ
る
扶
養
家
族
を
原
則
と
し
て
日
本

国
内
の
居
住
者
に
限
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
は
社
会
保
険
を
も
ち
い
た
医
療
保
障
の
原
理
を
根
底
か
ら
覆
す
愚
行
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
社
会
保
険
制
度
は
当
初
の
加
入
者
本
人
の
み
を
給
付
対
象
と
す
る
制
度
か
ら
、
順
次
適
用
範
囲
を
そ
の
扶
養
す
る
家
族
へ
と
拡
大

し
て
き
た
。
扶
養
家
族
ま
で
取
り
込
む
こ
と
で
は
じ
め
て
社
会
保
障
制
度
と
し
て
の
医
療
保
険
は
完
成
す
る
。
こ
の
点
で
今
次
改
正
は
歴
史
に

逆
行
し
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
第
二
に
、
改
正
法
は
入
管
法
改
正
に
対
応
し
、
外
国
人
労
働
者
を
念
頭
に
そ
の
扶
養
す
る
家
族
へ
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
典
型
的
な
「
間
接
差
別
」
で
あ
る
。
社
会
保
障
に
お
け
る
内
外
人
平
等
待
遇
は
、
わ
が
国
も
加
入
す
る
国
際

労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
の
一
九
四
九
年
の
移
民
労
働
者
条
約
（
改
正
）（
九
七
号
条
約
）（M

igration
for
E
m
ploym

ent
C
onventio

 
              
 
     
     
        n  

（R
evised

 
      
））、
一
九
七
五
年
の
移
民
労
働
者
（
補
足
規
定
）
条
約
（
一
四
三
号
条
約
）（M

igrant
W
orkers

 
        
      
（Supplem

entary
Provisions

       
                 
）

C
onvention

 
         
）、
一
九
六
二
年
の
均
等
待
遇
（
社
会
保
障
）
条
約
（
一
一
八
号
条
約
）（E

quality
ofT
reatm

ent

 
            
     
   
（SocialSecurity

               
）C

onven

 
     -  

tion

    
）
な
ど
の
諸
条
約
に
も
体
現
化
さ
れ
て
お
り
、
社
会
保
障
の
国
際
標
準
で
も
あ
る
。
あ
え
て
国
際
標
準
か
ら
今
日
逸
脱
す
る
合
理
的
な
理

由
は
見
い
だ
せ
な
い
。

　
第
三
に
、
社
会
保
険
制
度
は
加
入
者
の
連
帯
を
基
礎
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
同
じ
制
度
に
加
入
す
る
労
働
者
で
あ
り
な
が
ら
、
外
国
人

の
み
が
扶
養
家
族
へ
の
給
付
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
社
会
保
険
の
根
本
原
理
で
あ
る
「
連
帯
」
は
崩
れ
、
社
会
保
険
制
度
自
体
が

成
り
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
な
改
正
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
立
法
府
の
裁
量
を
著
し
く
逸
脱
す
る
も
の
で
許
さ
れ
な
い
。

　
政
府
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
外
国
人
労
働
者
の
家
族
の
給
付
を
い
か
に
排
除
す
る
か
で
は
な
く
、
在
外
の
扶
養
家
族
に
い
か
に

─　　─
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」
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考
（
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適
正
に
医
療
給
付
を
保
障
す
る
か
で
あ
る
。
拙
速
な
入
管
法
改
正
の
つ
け
を
外
国
人
労
働
者
に
ま
わ
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
要
す
る
に
、
社
会
保
険
の
形
態
を
守
り
た
い
が
た
め
に
、
社
会
保
険
の
根
本
原
理
を
崩
壊
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
政
府
自
慢
の
「
国
民
皆
保
険
」

は
こ
こ
で
破
綻
し
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
生
活
保
護
受
給
者
を
排
除
し
て
い
る

　
生
活
保
護
受
給
者
は
健
康
保
険
の
よ
う
な
被
用
者
保
険
に
も
、
国
民
健
康
保
険
制
度
に
も
加
入
で
き
な
い
（
国
民
健
康
保
険
法
六
条
九
号
）。

　
生
活
保
護
受
給
者
の
医
療
は
、
医
療
扶
助
と
し
て
医
療
の
現
物
給
付
と
い
う
形
態
を
取
る
（
生
活
保
護
法
一
五
条
）。
給
付
内
容
に
規
定
そ

れ
自
体
は
、
他
の
医
療
保
険
制
度
と
同
一
で
あ
る
が
、
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
全
く
異
な
る
。
生
活
保
護
受
給
者
の
場
合
は
、
行
政
（
福
祉
事

務
所
長
）
に
医
療
券
を
発
行
し
て
も
ら
っ
た
後
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と
に
な
る
（「
医
療
扶
助
運
営
要
領
」（
昭
和
三
六
年
九
月
三
〇

日
・
社
発
第
七
二
七
号
））。
ま
た
医
薬
品
に
関
し
て
は
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
薬
品
）
の
使
用
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。（「
指
定
医
療

機
関
医
療
担
当
規
程
」（
昭
和
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日
・
厚
生
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号
）（
平
三
〇
厚
労
告
三
四
四
・
一
部
改
正
）
六
条
）

　
こ
れ
ら
の
点
で
生
活
保
護
受
給
者
が
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
医
療
は
、
各
公
的
医
療
保
険
制
度
の
被
保
険
者
と
そ
の
家
族
の
利
用
と
は
異
な

る
手
続
き
・
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
生
活
保
護
受
給
者
の
医
療
が
一
般
と
異
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
る
の
は
合
理
的
な
根
拠
が
な
い
。

荒
木
誠
之
教
授
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
区
別
は
、「
医
療
給
付
の
理
論
的
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
保
険
医
療
の
「
保
険
」

的
特
質
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
な
じ
ま
な
い
医
療
給
付
を
別
の
制
度
で
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な 

。
更
に
、
こ
の
生
活
保
護
受
給
者
の
差
別
取

り
扱
い
は
、
現
在
も
「
固
定
化
」
し
存
続
し
て
お
り
、
今
後
も
解
消
さ
れ
る
動
き
は
皆
目
見
あ
た
ら
な
い
。

（
５
）
い
」

─　　─

＜
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（
４
）
受
刑
者
を
排
除
し
て
い
る

　
受
刑
者
は
国
民
健
康
保
険
法
の
保
険
給
付
制
限
に
該
当
し
、
療
養
の
給
付
は
な
さ
れ
な
い
（
国
民
健
康
保
険
法
五
九
条
）。
ま
た
、
後
期
高

齢
者
医
療
に
つ
い
て
も
同
じ
仕
組
み
で
あ
る
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
八
九
条
）。

　「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
れ
ば
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
は
、
受
刑
者
の
健
康
及
び
刑
事
施
設
内
の
衛
生
を

保
持
す
る
た
め
、「
社
会
一
般
の
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
水
準
に
照
ら
し
適
切
な
保
健
衛
生
上
及
び
医
療
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
」（
五
六
条
）

と
さ
れ
て
い
る
。

　
受
刑
者
の
受
診
は
刑
務
所
所
長
が
決
定
し
、
必
要
な
医
療
上
の
措
置
を
執
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
」
六
二
条
）。
具
体
的
に
は
、
受
刑
者
が
受
診
を
申
し
出
た
場
合
、
刑
務
所
長
が
看
護
師
ら
に
、
診
察
の
緊
急
性
を
判
断
さ
せ
、

医
師
に
報
告
し
、
医
師
が
診
察
の
要
否
を
判
断
す
る
（「
被
収
容
者
の
保
健
衛
生
及
び
医
療
に
関
す
る
訓
令
」）。

　
受
刑
者
に
あ
っ
て
は
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
か
否
か
の
自
己
決
定
は
な
い
。
そ
の
こ
と
で
受
刑
者
の
健
康
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
場
合
に

よ
っ
て
は
死
亡
す
る
こ
と
も
あ
る
。
外
部
の
医
療
機
関
を
受
診
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
受
診
態
様
は
通
常
の
も
の
と
は
異
な
り
、
患
者
の
自

己
決
定
は
保
障
さ
れ
ず
、
医
師
―
患
者
の
信
頼
関
係
等
は
構
築
さ
れ
な
い
と
指
摘
さ
れ 

「
被
収
容
者
と
医
師
等
の
診
療
関
係
は
、
通
常
の
診

療
契
約
と
は
異
な
る
診
療
関
係
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
刑
事
施
設
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
律
、
秩
序
の
適
正
な
維
持
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
被
収
容
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
に
関
す
る
患
者
の
自
己
決
定
権
が
一
定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
は
や
む
得
ず
、
患
者
で

あ
る
被
収
容
者
の
望
む
と
お
り
の
医
療
行
為
が
必
ず
も
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
説
示
す
る
判
決
も
多 

　
受
刑
者
は
そ
の
科
刑
の
目
的
に
照
ら
し
て
合
理
的
・
正
当
な
範
囲
内
の
み
で
基
本
的
自
由
が
制
限
さ
れ
る
。
で
は
医
療
を
受
け
る
権
利
の
制

限
が
、
合
理
的
・
正
当
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
由
刑
は
、
ま
さ
に
そ
の
行
動
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も

（
６
）
る
。

（
７
）
い
。
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の
を
含
ま
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
健
康
状
態
の
低
下
・
危
機
に
対
す
る
受
刑
者
の
権
利
行
使
の
制
限
は
、
科
刑
目
的
に
照
ら
し
て
も
正
当

化
・
合
理
化
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
健
康
に
対
す
る
自
己
決
定
を
制
限
す
る
現
在
の
シ
ス
テ
ム
は
、
基
本
的
人
権
の
侵
害
で
あ
り
、
こ
れ
を

放
置
す
る
こ
と
は
医
療
保
障
の
「
例
外
的
取
扱
い
」
で
は
な
く
、
崩
壊
で
あ
る
。

（
１
）　
藤
後
野
里
子
「
名
ば
か
り
国
民
皆
保
険
に
殺
さ
れ
る
？
」
サ
ン
デ
ー
毎
日
二
〇
一
六
年
一
月
二
四
日
号
、
三
四
頁
以
下
。

（
２
）　
朝
日
新
聞
二
〇
一
九
年
三
月
七
日
。

（
３
）　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
に
お
け
る
社
会
保
険
の
拡
大
に
つ
き
、
山
田
晋
「
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
社
会
保
険
の
浸
潤
」
修
道
法
学
三

九
巻
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
九
頁
以
下
、
参
照
。

（
４
）　
こ
の
問
題
に
つ
き
、
嵩
さ
や
か
「
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と
外
国
人
」
週
刊
・
社
会
保
障
三
〇
一
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
二
頁
以
下
、
参
照
。

（
５
）　
荒
木
誠
之
『
社
会
保
障
の
法
的
構
造
』
有
斐
閣
（
一
九
八
五
年
）
一
八
七
～
一
八
八
頁
。

（
６
）　
受
刑
者
の
外
部
医
療
機
関
で
の
診
療
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
久
留
宮
康
浩
・
水
野
敬
輔
・
世
古
口
英
・
菅
原
元
・
河
合
清
貴
・
桐
山
宗
泰
「
刑
務
所

受
刑
者
に
お
け
る
外
科
治
療
」
日
臨
外
会
誌
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
五
八
頁
以
下
、
参
照
。

（
７
）　
東
京
地
裁
判
決
平
成
二
九
年
三
月
一
〇
日；
東
京
地
裁
判
平
成
二
八
年
九
月
一
六
日
東
京
地
裁
判；

東
京
地
裁
判
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
九
日
な
ど
。

刑
務
所
の
性
質
・
設
置
目
的
か
ら
、
受
刑
者
の
医
療
受
診
の
制
約
を
正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
、
金
沢
地
裁
判
平
成
二
五
年
七
月
一
六
日
・
訟
務
月
報

六
〇
巻
五
号
が
あ
る
。

　
な
お
医
師
に
診
察
さ
せ
る
判
断
に
つ
い
て
の
刑
務
所
長
の
裁
量
の
逸
脱
・
濫
用
を
認
め
、
国
家
賠
償
法
に
よ
る
賠
償
を
認
め
た
例
と
し
て
、
広
島
地

裁
判
平
成
二
七
年
二
月
一
七
日
・
判
例
時
報
二
二
六
九
号
が
あ
る
。

七

む

す

び

　
わ
が
「
国
民
皆
保
険
」
は
成
立
当
時
は
そ
れ
な
り
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
今
日
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル

─　　─

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
四
二
巻
　
二
号

（
　
　
　
）

─　　─22

五
二
三

二
五
七



ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
と
は
む
し
ろ
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
医
療
保
障
の
本
質
で
は
な
く
、
医
療
保
険
と
い
う
技
術
に
重
点
を
お
き
思
考
し
制

度
を
検
討
す
る
限
り
は
、
わ
が
国
は
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
か
ら
は
遠
の
い
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　
貧
困
世
帯
や
受
刑
者
を
排
除
し
た
「
国
民
皆
保
険
」
は
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ヘ
ル
ス
・
カ
バ
リ
ッ
ジ
」
の
観
点
か
ら
は
、
も
は
や
「
輸
出
」

に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
が
国
は
台
湾
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
経
験
を
「
輸
入
」
し
、
現
在
の
医
療
保
障
の
問
題
点
を
解
決
に
努
力

す
べ
き
で
あ
る
。
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